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Abstract 

In November 2017, Japanese government announce “Order for Enforcement of the Act on Ensuring 
Appropriate handling of Satellite Remote Sensing Data (Cabinet Order No.282 of November 15, 2017)” through 
official gazette. Recently, a large number of Small Satellites launched by the United States, Russia and China 
and having several Remote Sensing Services in prospect. In this article, I will show the current regulation relating 
to the Satellite Remote Sensing by International Law. 
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1. はじめに 

2017 年（平成 29 年）11 月 15 日、日本の「衛星

リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に

関する法律」（いわゆる「衛星リモートセンシング

法」あるいは「リモセン法」）の施行期日が政令に

よって定められ、同法は施行された 1。これは、近

年、民間の衛星リモートセンシング技術が大きく向

上し、高分解能、高頻度、高鮮度な衛星リモートセ

ンシングが、少数の国家機関による独占的利用の時

代から、民間事業者等が主導する広範な利用の時代

へと転換しつつあることを受けたものである 2。そ

して当該法の位置付けに関しては、衆議院内閣委員

会における法案の提案理由説明において、「民間事

業者が衛星リモートセンシング装置を使用する能

力を持つ国では既にこれを適切に管理するための

法制度整備がなされて」いる点について指摘すると

共に、そのような法制度を備えていない場合の危険

性として、「高性能な衛星リモートセンシング記録

は、悪用の懸念のある国や国際テロリスト等の手に

渡ると国際社会の平和の確保等
．．．．．．．．．．．

に支障を生ずるお

それがある（傍点は筆者追加）」と指摘している 3。

同法の射程は、国内法及び国際法の双方にまたがる
4。 
本稿では、衛星リモートセンシングに関連する国

際法及び衛星リモートセンシングによって得られ

た衛星画像に関する国際裁判における取扱いにつ

いて整理することとしたい。 

2. 衛星リモートセンシングに関連する国際法上

の論点 

衛星リモートセンシングに関連する国際法上の

論点として以下のものを指摘できる 5。 
まず、衛星リモートセンシングによる地球に関す

る情報の取得が、宇宙空間から行われることから、

その活動の前提となっている人工衛星への宇宙空

間への打ち上げ行為自体は、1967 年「月その他の天

体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活

動を律する原則に関する条約(Treaty on Principles 
Governing the Activities of States in the Exploration and 
Use of Outer Space, including the Moon and Other 
Celestial Bodies)（以下、OST と略す。）」の適用を受

ける 6。とりわけ、OST 第 6 条では、「宇宙空間にお

ける活動に対する国家の責任」が定められ、第 7 条

では「宇宙活動に関する損害に対する当事国の責

任」が定められ、そして、第 8 条では「宇宙空間に

発射された物体に対する管轄権、所有権等」が定め

られている 7。もっとも、衛星リモートセンシング

自体を規律する規定に関しては、OST には含まれて

いない。 
一方、衛星リモートセンシングに関する国際法に

関しては、1973 年 12 月 18 日の国連総会決議 3182
（XXVIII）において、リモートセンシング衛星によ

る地球資源の探査の法的意味合いについて検討を

行わせることを決議したことによって検討が始め

られた 8。この当時すでに米国は、地球資源技術衛
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星（Earth Resource Technology Satellite: ERTS）とし

て、後のランドサット 1 号(Landsat 1)の運用を開始

していた。ランドサット 1 号の解像度は 80m であ

るとされている 9。 
この当時、発展途上国を中心に被撮影国による同

意の必要性を主張する国々があった 10。この点に関

して米国は、衛星リモートセンシングに適用可能な

国際法の不存在を理由に反対の立場を示している
11。その後、社会主義諸国からは、50m 以上の解像

度の撮影に関しては、事前の同意が必要との主張が

あった 12。この主張は、1978 年の「宇宙空間からの

地球のリモートセンシング・データの移転と利用に

関するモスクワ条約」に沿った主張であった 13。こ

れに対して米国は、1973 年から実施していた「スカ

イラブ計画（Skylab programme）」では、15m から 20m
の解像度の撮影に関して問題が生じていないとの

発言を行っている 14。 
最終的に、1986 年の国連総会第 41 会期において

「宇宙空間からの地球のリモートセンシングに関

する原則（Principles Relating to Remote Sensing of the 
Earth from Outer Space）（A/RES/41/65）（以下、PRS
と略す。）」が採択された 15。PRS は、原則Ⅰ(a)にお

いて「リモートセンシング」を「天然資源管理、土

地利用及び環境保護を改善する目的で行われ、探査

対象物から放射(emitted)、反射(reflected)あるいは回

析(diffracted)される電磁波の特性を利用する宇宙空

間からの地球表面の探査」と定義している。このこ

とから PRS が規律対象とする衛星リモートセンシ

ングの範囲に関して、超高分解能(VHR: Very High 
resolution)なデータ（分解能 10m 以下）は PRS の対

象外であるとの指摘がある 16。また、そもそも PRS
は、宇宙空間から地球のリモートセンシング活動一

般を包括的に規律するものではなく、軍事衛星の情

報収集活動等に関しての規範を直接導き出せるも

のではないとの指摘がある 17。 
では、衛星リモートセンシングによって取得され

た衛星画像について、国際裁判においてどのように

評価されるのであろうか？ 

3. 国際裁判における衛星画像の取扱い 

国際裁判における衛星画像の取扱いに関連ある

国際裁判の先例として、1986 年のブルキナファソ・

マリ国境紛争事件がある。 
本件は、1983 年 10 月 20 日に、上ヴォルタ共和国

（1984 年 8 月 4 日にブルキナファソ共和国に国名

変更）とマリ共和国が、1983 年 9 月 16 日に締結し

た両国間の国境画定問題を国際司法裁判所（以下、

ICJ と称する）の特別裁判部に付託する特別合意を、

ICJ 書記に通知したことに端を発する 18。ICJ は、

1985 年 4 月 3 日の命令で、ラックス、ルーダ、ベジ

ャウィ及び特別裁判官ルシェーレとアビ＝サーブ

の 5 名で構成される特別裁判部を設置した 19。両当

時国は、1985 年 12 月 30 日及び 1986 年 1 月 7 日

に、それぞれ仮保全措置（provisional measure）を要

請している 20。ICJ は、1986 年 1 月 10 日に仮保全

措置を指示している 21。本案に関する判決は 1986
年 12 月 22 日に言い渡されている 22。 
ブルキナファソ・マリ国境紛争事件では、国境画

定あるいは国際領域紛争における地図の位置づけ

について、以下の様に述べている。 
「国境画定あるいは国際領域紛争において、地図

は、事件毎に正確性が異なる情報となるに過ぎな

い。地図それのみで、領域権原を構成することはで

きず、それは、領域的権利を確立するための法的効

力を国際法によって与えられた文書によってなさ

れるものである。もちろん、ある場合には、地図は

そのような法的効力を獲得するが、仮にそうである

からといって、その法的効力は地図固有の価値

（intrinsic merit）に由来するものではない。それは、

そのような地図が、当該国家あるいは関係国の意思

の物理的表現として区分できるからに他ならない。

このような場合には、地図は、公文書と一体をなす

一部となっている。このような明確に区別される場

合を除いて、地図は、他の状況的種類の証拠ととも

に、現実を立証または再構成するために用いられ

る、信頼性があったりなかったりする外部証拠

（extrinsic evidence）に過ぎない 23。」 
また、地図の技術的信頼性に関して以下の様に述

べている。 
「証拠としての地図に与えられる実際の重みは、

考慮の幅による。地図の技術的な信頼性に関係する

場合もある。このような場合は、とりわけ、1950 年

代以降、航空写真や衛星写真の進展よって（地図の

技術的信頼性は）かなり上昇している。しかしなが

ら、その結果は、地図によってもたらされる本来の

姿への信頼性が増え、地図相互間においてより正確

に一致するようになった。それゆえ、人の介入によ

ってもたらされる情報、たとえば、地名、地理的特

徴の名称、境界の記述、他の政治的境界、より信頼

性があるとはならなくなった。もちろん、地名に由

来する情報の信頼性は高まったが、現地での検証に

よるものは、それほどでもない。しかしながら、地

図学者の意見では、とりわけアクセスが難しい境界

地域での国境の標示には、いまだに間違いがありふ

れている 24。」 
さらに、地図の中立性に関しても以下の様に述べ

ている。 
「証拠としての地図に与えられる重みのその他
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の考慮として、問題の紛争及び当該紛争当時国に対

する地図の典拠の中立性に関係する。それなりに離

れた時期について取り扱う際には、司法判決は、か

なりの程度の注意力でもって地図を取り扱う。最近

の時期の決定については、そうでもない、それは地

図の技術的信頼性による。しかしながら、仮に、上

で記述された保証が現時点に関してであったとし

ても、地図は、結論を裏書きする補強証拠

（corroborative evidence）以上の法的価値をもつもの

ではない。結果として、国家の意思を示す物理的表

現として区分させる場合を除くほか、事実は法的権

原に等しいという反論の余地がない前提でも取ら

ない限り、地図だけでもって国境の証拠として取り

扱うことはできない。地図の有する価値とは、補助

的または確認的な証拠としての価値であって、この

ことは、地図に反証あるいは挙証責任の転換の効果

を与えるほどの十分な法的推定（ juris tantum 
presumption）という性質を与えるものではない 25。」 
このような判決を受けて、ヘッティング（Hetting）

は地図の証拠価値は限定的であるとの評価を下し

ている 26。 
その他の ICJ の裁判における衛星画像の利用に関

しては、1999 年 12 月 13 日に本案判決が出された

ボツワナ共和国とナミビア共和国の間で争われた

カシキリ・セドゥドゥ島事件がある 27。当該事件で

は、ボツワナ共和国とナミビア共和国の国境を流れ

るチョベ川の水路を特定するにあたって衛星画像

が用いられたとの記述がある 28。パラ－アラングレ

ン判事は、反対意見において、裁判に提出された航

空写真や衛星画像は、1914 年以降に撮影されたも

のであり、裁判には関係のないものであると批判し

ている。それらは、1890 年英独条約を解釈する目的

で当時国の事後の実行を判断する決定的期日に関

連するものであるとしている 29。 
また、低潮線（low-water line）を確定させるため

に衛星画像を用いられた事件として、2007 年 10 月

8日に判決の出されたニカラグア共和国とホンジュ

ラス共和国の間で争われたカリブ海における領土

海洋紛争がある 30。当該事件では、ニカラグア共和

国とホンジュラス共和国との国境を流れるココ河

の河口及び南北の海岸線について、非常に活発な形

態ダイナミクス状態（morpho-dynamism）にあり、

その結果、河口が常に形を変え、大量の堆積物を運

んできた河口に不安定な島や浅瀬が形成されてい

る状態にあった点が特徴的であった 31。そのため、

紛争当時国の双方が、衛星画像を用いて低潮線を確

定させようとした 32。とりわけ、ホンジュラス共和

国は、グラシアス・ア・ディオス岬の位置を最近の

衛星画像で示した 33。しかしながら、裁判所は、1962
年の混合委員会がグラシアス・ア・ディオス岬とし

た地点を用いるものとし、衛星画像には依拠しなか

った 34。 
以上の事件では、裁判所は、衛星画像自体につい

て正面から検討していない。ところが、2016 年 7 月

12 日に判決が言い渡されたフィリピン共和国と中

華人民共和国との間で争われた南シナ海仲裁では、

初めて衛星画像自体について検討を行っている 35。

仲裁裁判所は、一般論として衛星画像が非常に利用

価値の高い道具であると認めた上で、正確性や確か

らしさの程度が十分ではないと指摘している。即

ち、フィリピン側が利用した、ランドサット４号（地

上分解能は 30.0m）、ランドサット５号（地上分解

能は 28.5m）、ランドサット７号（地上分解能は

14.25m）及びランドサット８号（地上分解能は

14.25m）では、礁台（reef platform）の小さな岩や

サンゴ岩塊（coral boulders）にある１m 以下の事

物が高潮(high tide)時に水面上にある可能性につ

いて判断できないとしている 36。また、そのような

衛星画像は、仮に役に立ったとしても、撮像された

時点の高潮あるいは低潮のデータと並べることが

出来ない 37。そのため、仲裁裁判所は、衛星画像か

らだけでは、撮像されたものが、岩であるのか低潮

高地であるのか判断できないとしている 38。即ち、

ブルキナファソ・マリ国境紛争事件においてＩＣＪ

が述べたように、衛星画像は外部証拠でしかないこ

ととなる。 

4. おわりに 

衛星リモートセンシングに関わる国際法の検討

は始まったばかりだと言って良い 39。従来の検討

は、衛星リモートセンシングという文脈では、宇宙

法分野に限定されており、今後、先の論文で指摘し

たように、宇宙法以外の国際法分野における衛星リ

モートセンシングの取扱いについても整理してい

く必要がある 40。一方、国際裁判における取扱いを

みると、本稿で見てきたとおり地図に関わる一形態

として議論が行われてきているように見受けられ

る。 
一方、小型衛星を中心に、衛星リモートセンシン

グを行う衛星の数は、爆発的に増加している傾向に

あり、衛星リモートセンシング・データへの一般か

らのアクセスも飛躍的に進んでいる。衛星画像だけ

で無く、他の衛星リモートセンシング・データが、

国 際 裁 判 だ け で な く 、 国 際 法 遵 守 の 検 証

（verification）の道具としての活用や国際紛争の研

究資料として利活用できる可能性は大いに高いと

思われる。今後も検討を重ねていきたい。 
（令和元年 10 月 23 日受付） 
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